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11..   ǡǡ ¤¤   

1- 1 ǡ  

草津市立クリーンセンターに併設されていた屋外スポーツ施設（以下、「旧施

設」という。）がクリーンセンターの老朽化に伴う更新整備の建て替え用地となり

平成２７年１１月末をもって廃止された。 

このことで、市内の屋外スポーツ施設が減少し、スポーツ団体や地元など、市

民から新たな施設の整備が求められており、第２期草津市スポーツ推進計画に掲

げて、新たなスポーツ施設整備地の選定を進めてきた中、令和 4年 5月に馬場町

から候補予定地の提案を受け、施設整備の具体的な検討を進めることが可能とな

った。 

 

1- 2 ǡ  

これらを背景に施設整備の検討に当たっては、旧施設が廃止されてから数年が

経過し、この間、当該施設がないことによる、市内のスポーツ環境への影響や変

化について検証するとともに、自然が残されている候補予定地の特性を活かしな

がら、スポーツを軸としてコミュニティの中で人の心に楽しみや喜び、充実感を

もたらし※ウエルビーイングを高められる施設とする。 

また、昨今頻発する大規模災害にも対応するための防災機能を付加することと

した。 

以上のことを踏まえ、草津市スポーツ推進審議会において、新たに整備する本

施設に求められる機能や役割を審議し、この度、施設整備の方向性等を定めた

「（仮称）新志津運動公園整備基本計画」を策定するものである。 

 

※ウエルビーイング：Well（よい）と Being（状態）が組み合わさった言葉で、「よく在る」「よく居る」状態、

心身ともに満たされた状態を表す概念です。 元々は「健康的な・幸せな」を意味する、16世紀のイタリア語

「benessere（ベネッセレ）」を始源としています。  
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【参考：旧施設の概要】 

 

1 ǡ  

施設 面積 備考 

多目的グラウンド 約 1.5ha 

サッカー（一般） 

野球（軟式）一般 

ソフトボール 

陸上（300mトラック） 

駐車場 約 0.3ha 
駐車場 97台 

管理棟 

全体 約 1.8ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ǡ  

 

 

 

 

 

 

 

 

╔ ǛǊǙ ǈǿǙƷǒ ◖ ⱧÈ É  
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22..   ǡǡ∞∞ ǘǘǄǄ  

（仮称）新志津運動公園整備基本計画は“総合的かつ計画的なまちづくりの指

針”として位置付けられ、草津市の最上位計画である「第６次草津市総合計画」や

各分野別計画である「第２期草津市スポーツ推進計画」、「草津市都市計画マスタ

ープラン」、「草津市健幸都市づくり基本方針」、「第 3次草津市みどりの基本計

画」等との整合性を図る。なお、当該事業は「第２期草津市スポーツ推進計画」

の「基本方針４.スポーツ環境の充実」の「社会体育施設等の整備・充実」に沿っ

て進めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ǡ∞ ǘǄ  
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ƈŹżƨÈ סּ ǝ Éǡ ȅ Ǳƻǒ  

 

①草津市では、第 6次草津市総合計画において、SDGsという世界共通のものさ

しを用い、多様なステークホルダーとの連携の強化や目標の共有を図りながら、

取組をより一層進めることで、SDGsの目的である持続可能なまちの実現を目指

すことが示されている。 

 

②とりわけ、草津市では、草津市議会と共同で令和 3年 12月に「草津市気候非常

事態（ゼロカーボンシティ）宣言」を表明しており、地球温暖化による気候変動

に対する危機意識を市民と共有し、2050年のカーボンニュートラルの実現に向

け、市をあげて取り組んでいるところであり、本施設整備においても太陽光発電

や蓄電池の設置などの検討を進める。 

 

本計画においても、ＳＤＧｓの理念を意識した計画づくりを目指します。 
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33..   ǡǡ   

3- 1 ǡ∞    

(1)  ǡ∞  

（仮称）新志津運動公園の計画予定地は草津市馬場町地先にあり、JR草津駅、

JR南草津駅から約 4km南東の方向に位置する。 

(2)  ǡ  

【所在地】 草津市馬場町 地先 

【整備面積】約 3.4ha ※進入路の道路改良部分含む 

【現況】滋賀県地域森林計画区域の民有林が含まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ǡ∞  
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3- 2 ǡ  

(1)   

西側  ：住宅が立地している 

東側北側：水田等耕作地が広がっている 

南側  ：山手幹線が整備中である 

(2)   

山手幹線（整備中）に接道している 

最寄りのバス停：上馬場（計画予定地より約 0.8㎞、徒歩約 12分） 

        馬場 （計画予定地より約 1.0㎞、徒歩約 15分） 

(3)  ǐǡ  

関西電力の鉄塔(２基)が南側にあり、数年後に建て替え・撤去の予定である 
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3- 3  

計画予定地は、山林が大半を占め、滋賀県が策定する地域森林計画の対象地とな

る民有林であるため、林地開発にあたり滋賀県と連絡調整（協議）が必要である。 

 

3- 3- 1 Ǟ Ǿ ǡ  

・残置森林率はおおむね※40パーセント以上とする。 

・森林率（残置森林＋造成森林）はおおむね※50パーセント以上とする。 

・原則として周辺部に幅おおむね 30メートル以上の残置森林および造成森林を 

配置する。 

※ 「開発行為の許可基準の運用細則の適用について（林野庁森林部長通知）」では

「おおむね」は、その２割の許容範囲を示しており、適用は個別具体的事案に

即して判断される、とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3)  ṥ Ṧ  

林地開発許可制度は昭和４９年の森林法改正の際に創設され、森林の公

益的機能および適正な利用を確保することを目的として１ヘクタールを超

える面積を開発するにあたり、知事の許可を受けなければならない制度で

ある。 

地方公共団体が開発行為を行う場合、許可の必要なものから除外されて

いるが、民間事業体の模範となるよう、許可基準に則った適正な事業実施

計画とすることについて連絡調整を密接に行うものとされている。 

 

1)   

 

事業区域内の残置森林 

（※１）の面積 

事業区域内の森林   

（※２）の面積 

 

※１残置森林とは地域森林計画区域の

形質変更しない残置する森林であ

り、立木がない区域や若齢林（１

５年生以下の森林）は残置森林と

みなされない 

※２事業区域内の森林とは、無林地を

含む事業区域内の地域森林計画区

域  

 

 

 

 

 

 

2)   

 

事業区域内の残置森林および 

造成森林（※３）の面積 

事業区域内の森林の面積 

 

※３地域森林区域内の形質変更し造林した

森林や地域森林区域外の森林（造林の有

無は問わない） 

また、造成森林は単に不用スペース

に植栽するのではなくある程度のまと

まりで植栽、他の残置森林や造成森林

と一体となるようにするなど、環境保

全機能を持たせるような配置上の配慮

が必要 
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3- 3- 2 ╓ ╓  

 

予定地を含む周辺の地域森林計画区域を以下に示す。 

事業区域の大半が地域森林計画区域に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ǡ ╓ ╓  
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44..   ǡǡȢȢɆɆººȭȭ ǡǡ   

4- 1 ǡ  

 

2 ǡ ÈșɒȏɜȲÉ  

   

  

 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

4- 2 ǡ  

草津市立の社会体育施設等の多くは、国道１号より西の地域に立地しており、

配置に偏りがある状況にある。以下に位置図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ǡ ÈșɒȏɜȲÉ  
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4- 3 ǡ︣  

 

 

 

7 ╔ ǡșɒȏɜȲ ┌  

 

※コロナ禍の期間を除いた平成 24年度から令和元年度までの市立グラウンドの利用率

推移を下表に示す。旧志津運動公園が廃止となった平成 27年度を境にその前後 4年

間の平均値を比較したものである。 

 

旧志津運動公園の特徴としては、午前、午後の利用率が３５％、夜間は５０％近くと、

夜間の利用が多い。このような利用状況であった旧志津運動公園廃止後の他施設の利用率

の変化の大きい部分を見ると、三ツ池運動公園は夜間利用ができないものの、午前、午後

ともに利用率が約１０％程度伸びていることが見てとれる。 
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8 ╔ șɒȏɜȲǡ ┌  

 

※学校体育施設開放事業では大会等の開催はなく、コロナ禍の影響が少なかったこと

から、平成２６年度と令和４年度の推移を比較したものである。 

 

平成 26年度と平成 4年度を比較すると全体で 20%近く上昇しており、市内グ

ラウンドの利用ニーズが高まっていることが見て取れる。 

 

4- 4 Ŧ Ƶǒǽǡׁש ◖  

草津市の人口１人あたりの屋外運動施設面積は 0.4㎡/人であり、湖南 4市と比

較すると草津市が最も面積が小さく、対人口比で面積が不足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 1 Ƶǒǽǡׁש ȢɆºȭ  
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55..   ǡǡ ⱧⱧǝǝǜǜǡǡ   

草津市内には、湖岸エリア、中心市街地エリアを中心に都市公園などが整備さ

れており、運動施設を備えた都市公園は中心市街地エリアに立地している。 

東部エリアにおいては小規模な公園の他、ロクハ公園（総合公園）が整備され

ているが、屋外スポーツ施設を備えた公園は整備されていない状況である。 

前述の、人口一人あたりの屋外スポーツ施設が不足している状況や、東部地域

において都市公園が不足している状況から、運動機能、防災機能を備えた公園を

都市公園として整備する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ǡ Ⱨǝǜǡ È ǳÉ  
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66..   ȴȴººȣȣ   

6- 1 ȴºȣ ǡ  

次の対象者に対してアンケート調査を実施した。 

 

(1)   

ニーズ調査は以下の団体等を対象に実施した。 

 

(１)草津市スポーツ協会加盟団体 9団体（グラウンド利用競技に限る） 

(２)草津市スポーツ少年団登録団体 14団体（グラウンド利用競技に限る） 

(３)総合型地域スポーツクラブ １団体 

(４)志津地区体育振興会 １団体 

(５)志津スポーツ推進交流委員会 １団体 

(６)学校体育施設(グラウンド)開放事業利用団体 55団体 

(７)社会体育施設(グラウンド)利用団体 

※1 社会体育施設（グラウンド）利用団体は施設窓口にアンケートを設置し回収 

 

(2)  ȋɜȚºȱ  

アンケートの回収数は 55件であった。 

回答数の内訳は以下の通りである。 

 

3 ȋɜȚºȱ È É  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 その他の団体は地域スポーツクラブ、小体連、中体連、社会体育施設アンケートで分

類が困難なもの 

※2 カッコ内は志津地区体育振興会と志津スポーツ推進交流委員会の地元のスポーツ団体 

を示している。 

(1)サッカー・フットサル 21団体 

(2)野球 10団体 

(3)グラウンドゴルフ 5団体 

(4)ソフトボール 4団体 

(5)陸上 2団体 

(6)ラグビー ・タグラグビー 2団体 

(7)ゲートボール 1団体 

(8)ラクロス 1団体（以上、46団体） 

(9)その他※1  9団体（うち地元スポーツ団体※2 ２団体） 
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6- 2 ȴºȣ ǡ  

 

6- 2- 1 利用意向およびグラウンド仕様について 

アンケートは全体で 55 団体から回答を得たものの、グラウンド仕様を土舗装か

芝生化するのかについては、競技種目によって左右されることから、競技種目が

明確な 46 団体を母数として分析を行った。 

その 46 団体のうち、新志津運動公園を整備した場合に、利用意向がある団体

は、91.3％あった。  

利用意向を示した団体の競技種目は、「サッカー」、「フットサル」、「野

球」、「グラウンドゴルフ」、「ソフトボール」、「陸上競技」、「ラグビ

ー・タグラグビー」、「ゲートボール」、「ラクロス」である。 

また、利用意向のある団体で土舗装での利用意向が 69.6％あった。また

芝生化での利用意向が 63％ある一方で、芝生化してしまうと、そもそも利

用できない団体（「野球」「ソフトボール」）が 28.3％あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 șɒȏɜȲ ǡ≥  
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日常の練習

6- 2- 2 グラウンド利用方法について 

 グラウンドの利用方法については、大会、日常の練習がほぼ同じ割合での回答であっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 șɒȏɜȲ  

 

6- 2- 3 希望する付帯施設について 

 付帯設備として回答が多かったのは、駐車場、夜間照明、自動販売機コーナー、

休憩用スペース、屋根付きベンチ、更衣室であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ǌǾ  

 

 

 

 

大会   
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6- 2- 4 希望する駐車台数について 

 駐車場の希望台数では、１００台までの希望が約８０％あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ǌǾ  

 

6- 2- 5 その他 

 設備が整っていれば利用したいと回答した団体の競技種目は「陸上競技」「ラグ

ビー」であり、競技の特性上、専用の設備を必要とする種目であった。 

また、自由記述で希望のあった機能では「バックネット」「散水設備」などがあ

った。 

Ṍ50
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77..       

7- 1 ȢɆºȭ ǡ  

 

7- 1- 1 ǡ ƾǼǲƻǾ  

既存施設の立地状況より、社会体育施設等の立地は、国道１号より西に偏って

おり、東側の地域において施設が配置されていない。市内における施設配置のバ

ランスを考慮した整備を行うことが課題である。 

 

7- 1- 2 ȋɜȚºȱ  ȴºȣ ƾǼǲƻǾ  

第 2期草津市スポーツ推進計画（令和 3年 3月）では、市民アンケート調査の

結果、社会体育施設等の施設数に不足を感じる声が多いことなどから、施設の充

実が課題であるとされている。 

また、ニーズ調査では、利用したいと考える団体等が、全体の回答者の 9割近

くに上り、その用途としてサッカー、フットサル、野球などの練習や試合を上げ

る回答者が多い。このことから、種目や用途などのニーズに合わせた施設の内容

の検討が必要である。 

 

 

7- 2 ǡ  

地震災害時における緊急消防援助隊や自衛隊の派遣部隊の受入れ場所について

は、弾正公園（同公園が使用不可能な場合はロクハ公園正面・南ゲート付近）を

指定しているが、受入れ場所が不足していることについて、湖南広域消防局から

要望がある。 

また、志津学区内の備蓄倉庫は志津小学校と高穂中学校に配置しているが、名

神高速道路や草津川より以東に位置する馬場町・山寺町にはなく、地震や水害時

に交通が分断される可能性があるため、大規模災害に備えた備蓄場所に課題があ

る。 

 

7- 3 ǡ  

グラウンド周囲の残置森林等についても当該公園施設となり、草津市スポーツ

推進審議会では主にスポーツ施設部分について審議調査を行っていたが、森林部

分についても適切な維持管理が必要であり、その活用方法も含めて引き続き検討

が必要である。 

なお、開発しようとする森林の区域内に残置し、または造成した森林について

は、原則として将来にわたり保全に努めるものとし保安林制度等の適切な運用に

よりその保全または形成に努めることとされている。 
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88..     ǡǡ   

施設整備にあたっては、計画予定地や周辺の状況、ニーズ調査や課題、さらには、

スポーツを軸としたウエルビーイングの向上に繋がる多様な利用に資する機能や環境

の整備を念頭に、（仮称）新志津運動公園の施設整備の基本方針を以下のように設定し

た。また、計画予定地は、市域全体の課題である既存施設の立地や防災の対応として

適地である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ũ  

Ǜ ǡǛǿǒ  

¤șɒȏɜȲ ∫ǡ ȅ ƾǊǒ Ǜ ǊǴǾ ǘǂǽȅ ƹ¡  

ŧ  

ȅ ƻǒ  

¤ ǞǢ  ǛǊǙǡ ȅ ƻǾ¡  

 

Ŧ  

ȢɆºȭ ǡ  

¤ǓǿǵƿȢɆºȭȅ Ǌǲ  ǘǂǽȅ ƻǾ ȅ ǌ¡  

¤ ·ǝȢɆºȭǡȴºȣǞ ꞌǊǒ ǛǌǾ¡  
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99..     ǌǌǾǾ      

9- 1ȢɆºȭ ǡ  

基本計画策定の背景・趣旨、前提条件およびニーズ調査結果等より、導入する

機能・施設について以下のように設定する。なお、グラウンドや管理棟の施設規

模や駐車台数の検討については参考資料に掲載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ǌǾ    
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ǝ ¥ 100Ƣ  
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9- 2 ȅ ƻǒ  

計画予定地の周辺地域は、草津市ハザードマップによると近隣の河川の氾濫に

よる浸水想定区域であり、高台に位置する計画予定地は、災害時の避難や救援の

際に防災機能を発揮することが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ȸȟºȲɇȬɀÈ ╓É  
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また、計画予定地は山手幹線（整備中）沿いに位置し、名神高速道路からのア

クセスも良いことから大規模地震や大規模災害時の緊急消防援助隊や自衛隊の受

け入れ場所（本部事務室、宿舎、資材置場、炊事場、駐車場）の位置付け、管理

棟内の一部を備蓄倉庫として利用することなどを検討する。 
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ǡ ȍɊºȡ  
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9- 3 Ǜ ǡǛǿǒ  

 

計画予定地の残置森林等については、第３次草津市環境基本計画の基本方針の１つ

である「自然とともに生活する環境づくり」を踏まえ、今後関係団体と協議を行い、

市民が自然と触れ合える場所として活用できるよう検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 第３次草津市環境基本計画 

 

 

予定地内の森林の様子 

 

 

  

〈想定される取組事例〉 

・ 自然観察会や自然レクリエーション 

・ 里山保全などの環境を守る実践活動  

・ 「草津市の自然」を活用したいきもの調査  
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1100..     ǡǡ   

進入路の位置について、下記の２案を比較した結果、Ａ案が最も適している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ǡɔºȱ  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ǡȍɊºȡ  
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1111..     ȧȧººȴȴɜɜșș   

前述の進入路を基本とし、利用者の利便性、近隣住民の快適性の観点からゾー

ニング計画について比較検討を行った結果、Ａ案が最も適している。 

 

4 ȧºȴɜș ∏ǡ  
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1122..       

 

前述の、林地開発、導入機能・施設、進入路検討結果およびゾーニング計画の

要件を踏まえた土地利用計画図を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ∏  

  

 

șɒȏɜȲ  1.5 ha 

 (350 Ԝ )  

ă Ǟ ǳ  

¤  0.3 ha 

¤  1.4ha 

ǐǡ  0.2 ha 
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1133..     ǡǡ   

13- 1 ǡ  

 

「草津市 PPP/PFI手法導入優先的検討方針(令和５年３月)」では、事業費の総

額が１０億円以上の公共施設整備事業（建設、製造または改修を含むものに限

る）は優先的検討プロセスの対象とされており、（仮称）新志津運動公園整備事業

についても、民間事業者の意向について※淡海公民連携研究フォーラムの事業紹

介などで確認を行ってきたところであるが、現状では参入の見込みが立たないこ

とから従来方式での整備とする。ただし、今後の運営等で民間活力の導入につい

ては引き続き検討を行うものとする。 

  ※淡海公民連携研究フォーラム：公民連携（PPP/PFI）に関する正しい知識を学び、多様な手法を研究し、

官民双方のマッチングを図ることを目的として開催され、先進事例の発表や今後の事業紹介等を行って

いる。 

 

5 ╗  

 

従来方式 

公設・公営 

(直営方式) 

従来方式 

公設・民営 

(指定管理者方式) 

PFI方式 

 

 

整備主体 

(設計委託) 

(工事発注) 

草津市 草津市 民間事業者 

管理主体 

(維持管理) 

(運営) 

草津市 
民間事業者 

（指定管理者） 
民間事業者 

概
要 

施設整備 

・施設整備のための設

計・工事、維持管

理、運営を行う。 

・施設整備のための設

計・工事、維持管

理、運営を行う。 

 

維持管理 

・ 

運営 

・清掃、施設の修繕な

ど、一部を民間に委

託する場合もある。 

・清掃、施設の修繕な

どは民間（指定管理

者）が行う。 

 

事業期間 
無期 

 

有期 

(原則 3~5年) 

有期 

(15年～20年程度) 

 

 

13- 2 ǡ∞ ǘǄƽǻǦ ǡ  

「都市公園法第２条第１項第１号」に該当する都市公園として整備し、補助金

等を積極的に活用する。 
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1144..     ┐┐ ǡǡ   

14- 1 ┐  

 

公園の維持管理作業として、以下の項目と作業頻度が想定される。なお、森林

部分についての維持管理作業は今後の検討とし含んでいない。 

 

6 Ⱨǡ┐ Ǜ  

 項目 作業頻度  項目 作業頻度 

1 園内施設修繕 随時 6 建物清掃 隔月１回 

2 樹木剪定 年１回 7 排水施設清掃 年１回 

3 清掃工 月１回 8 病虫害防除（高木） 年１回 

4 除草工 年２回 9 電気設備保守点検 月１回 

5 ごみ処分 随時 10 消火器等点検 年１回 

 

 

14- 2 ┐  

 

草津市が所管するスポーツ施設については、社会体育施設および都市公園内の

運動施設があり、一体的な管理運営を図ることで、より効率的で効果的なサービ

スの提供・充実を図ってきた。 

当該施設についても、スポーツ施設であることから、前述の施設とともに指定

管理者制度による一体的な管理運営を行う。 
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1155..   ¤¤ ȢȢȚȚȡȡɎɎººɔɔ  

15- 1  

 

(仮称)新志津運動公園の施設整備費は約 23.6億円（用地取得費除く）と見込ま

れる。 

この事業費は、概ねの事業規模を把握する目的のため算出したものであり、今

後事業費は変動することがある。 

 

15- 2 ȢȚȡɎºɔ 

 

(仮称)新志津運動公園の全体事業スケジュールを以下に示す。 

 

7 ȢȚȡɎºɔ  

年度 令和５ 令和 6 令和 7 令和 8 令和 9 令和 10 令和 11 

基本計画 
              

              

測  量 
              

              

基本設計 
              

              

関係部署

協  議 

              

              

実施設計 
              

              

用地取得 

登  記 

              

              

工  事 
              

              

供  用 
              

              

  ※本計画には、今後の検討事項としているものがあり、その検討結果によっては

スケジュールが変更となることがあります。 

   

  

 

 

 
 

 
 

 

R11  
∙  
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1166..   ǡǡ   

16- וּ 1  

騒音として考えられるものは、試合時の掛け声や応援、ネットにボールを当て

る音、駐車場利用におけるエンジン音などがある。 

これらの対応として、グラウンドや駐車場をできるだけ近隣住宅から遠ざける

配置とし、防音壁の設置などを検討する必要がある。 

 

16- 2  

多目的グラウンドは夜間利用を想定しており、また駐車場等についても夜間の

安全対策としての照明を設置することから、考えられる影響としては、照明によ

る害虫の誘引や植物の花芽形成への影響、近隣住民への不快感や夜間景観の悪化

を引き起こす可能性がある。 

これらの対応としては、環境省が作成している光害対策ガイドラインを参考に

しながら、対策を検討する必要がある。 

 

16- 3  

多目的グラウンド等を土系舗装で計画するため、利用時や強風時の砂塵が  風

向きによっては近隣住宅に到達することも考えられる。砂塵を抑制する効果が高

いグラウンド舗装の選定や散水による飛散防止を図ることで低減することが可能

で、また防砂ネットの設置を検討する必要がある。 

 

16- 4 ǔ ǡ  

隣接地には民家等があることから越境する落ち葉や枝葉等について、対応を検

討する必要がある。 

 

16- 5 ɏȴȹºȞɔȰȟȍɜ 

都市公園として整備を行うことから、高齢者や障害者などが利用しやすい機能

やわかりやすいサインを備えることで、すべての利用者が安心して、楽しく、快

適に利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した整備となるよう設計を進

める。 

 

16- 6 ▓ ¤  

雨水排水対策については、現況の草津川流域に対する影響や林地開発審査基準

を考慮しながら、検討を進めるとともに、開発区域において、既存の周辺水路へ

の影響を考慮し調整池等の雨水の抑制施設の設置を検討する。 
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16- 7 ǡ ǷȋȘȤȢ 

進入口となる山手幹線側道から見て高い位置にグラウンドや駐車場があること

や片側車線からの進入になるため、山手幹線や周辺道路からのアクセス上の案内

標識等の検討が必要である。 

 

16- 8 ǡ  

防災機能や森林部分の維持管理、活用については今後の検討事項であることか

ら、その用途を踏まえた管理棟を今後検討する必要がある。 

 

16- 9 ǷɂɜȪǡ  

子どもから大人までグラウンド利用者が利用できる健康遊具や災害時にも活用

できるかまどベンチの設置を検討する。 

 

16- טּ 10  

計画予定地の一部は埋蔵文化財包蔵地（城目遺跡）に該当し、１haを超える大

規模な事業であることから、計画予定地全体における埋蔵文化財の有無の確認が

必要であり、その結果によっては、その対応の検討が必要である。 
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1177..     

17- 1 șɒȏɜȲ  

草津市都市公園条例では、「都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、 

10㎡以上とする。」とされているが、現状は 6.4 ㎡／人（第 3 次草津市みどりの

基本計画より）となっており、都市公園の拡充整備が必要である。 

また、屋外スポーツ施設としても、市民１人あたりの面積が少なく、施設の充

実が課題であった。 

その中で用地の確保に一定の目途がついたことから、取得可能な用地面積や林

地開発の規定により、駐車場を除くと約 1.5haのグラウンドを確保することで、

旧施設と同程度の規模となった。 

なお、都市公園として整備するにあたって、公園全体の面積が約 3.4haであ

り、運動施設率は基準（50%）内である。 
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17- 2  

(1) סּ   

草津市都市公園条例では、敷地面積に対する建築面積の上限は２％とされてい

る。（仮称）新志津運動公園の区域の内、グラウンド、園路・広場、駐車場を建

築敷地とすると、その面積は約 18,000㎡である。 

管理棟の建築可能な面積は、18,000㎡×2%=360㎡程度となる。 

(2)  ǡ  

草津市内の事例として、草津川跡地公園区間２の管理棟の面積（管理棟+トイ

レ）は約 312㎡、区間５の管理棟の面積（管理棟+トイレ）は約 318㎡、であ

る。 

(3)  ǡ ƽǻǦ  

 

וֹ 8  

室名 面積 

用具庫・備蓄倉庫 100㎡ 

管理事務室 60㎡ 

多目的室 70㎡ 

トイレ・更衣室・ 

シャワー室等 
100㎡ 

通路等 20㎡ 

合計 350㎡ 

    管理棟の床面積を約 350㎡と設定した。 

  ※各室面積は、現時点での目安であるため、今後の検討により変動する。 
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17- 3 ǡ  

 

17- 3- 1 ǡ ǡ  

(仮称)新志津運動公園予定地の周辺には、現在バス路線は無く、自動車による

来園を考慮するなど、訪れやすさを確保することが課題である。 

 

17- 3- 2 ǡ  

旧施設の駐車台数が 97台であり、(仮称)新志津運動公園は同等の規模・機能を

有することから、約 100台程度の駐車台数を確保することがひとつの目安とな

る。 

 

17- 3- 3 ǡ  

(1)  ◖ Ⱨǡ╗ ǝ  

「令和 3年度都市公園利用実態調査報告書／国土交通省都市局公園緑地・景観

課」の調査結果に示される交通手段の比率を用いると、(仮称)新志津運動公園と

同じ面積(約 1.5ha)の運動公園の駐車場必要台数は 75台となる。 

 

9 ╢È◖ Ⱨǡ╗ É  

  徒歩 自転車 
バス電車等の 

公共交通機関 
貸切バス 自動車 バイク その他 

交通手段の 

比率(％) ※ 
20.6% 11.4% 5.0% 0.3% 59.4% 1.1% 0.2% 

休日 

利用人数(人) 
51.5人 28.5人 12.5人 0.8人 148.5人 2.8人 0.5人 

ẑ  3  

 

10 È◖ Ⱨǡ╗ É  

 来園者数  乗車人員  必要台数 

自家用車 148.5人 ÷ 2.0人/台 ＝ 75台 

ẑ  2.0ṕ1Ṍ3 / Ṗ ︣ Ḯ 

 

 

上記は運動公園における一般値であるが、(仮称)新志津運動公園の立地条件、

交通条件を踏まえた算定結果を次頁に示す。 
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(2) יּ)  ) ◖ Ⱨǡ  

1)   

ここでは、（仮称）新志津運動公園の休日における試合以外の一般利用を想定す

る。(仮称)新志津運動公園の立地条件やバス路線が無いことをふまえると、上記

の一般値のうち、徒歩およびバス電車等の公共交通機関で訪れる来園者は極めて

少なく、これらは自動車により来園すると想定されることから、駐車場の必要台

数は 100台となる。 

 

また、自転車・バイクでの来場も想定し、次表の自転車・バイクでの利用人数

から駐輪場 30台程度を確保する。 

 

 

11 ╢È יּ) ) ◖ Ⱨǡ É  

 徒歩 自転車 
バス電車等の 

公共交通機関 
貸切バス 自動車 バイク その他 

交通手段の 

比率(％) ※ 
0% 11.4% 0% 5.3% 80.0% 1.1% 0.2% 

休日 

利用人数(人) 
0人 28.5人 0人 13.3人 200人 2.8人 0.5人 

ẑ  3  

ẑ   

12 È יּ) ) ◖ Ⱨǡ É  

 来園者数  乗車人員  必要台数 

自家用車 200人 ÷ 2.0人/台 ＝ 100台 

貸切バス 13.3人 ÷ 10人/台 ＝ 2台 

ẑ  2.0ṕ1Ṍ3 / Ṗ ︣ Ḯ 

 

2) ︣ךּ  ︣  

車いす使用者駐車施設については、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづく 

り条例 改訂版 施設整備マニュアル／滋賀県」第Ⅳ章 駐車場に関する事項(Ⅳ 

-2 頁)に、全駐車台数が 105台の場合、3台以上設置することを目安にすることが

示されていることから、3台確保する。 
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(3) יּ)  ) ◖ Ⱨǡ È ȅ Ǌǒ É  

想定される試合ごとに、出場者・引率者、観客、審判の人数を想定し、全員が

自家用車で来場する場合（貸切バス、自転車等では訪れない）を想定し、必要駐

車台数を算出した結果、前述の駐車台数とほぼ同じ約 100台が必要となったこと

から、駐車台数はおおむね 100台が妥当である。 

 

13 ǡ È É  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の検討内容および敷地条件等から普通車用駐車区画を 100台、車いす用駐車

場 3台、大型バス用駐車区画を 2台の合計 105台の駐車場とする。 
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1188..   ȢȢɆɆººȭȭ ǡǡ   

18- 1 ȢɆºȭ ≠╢  

β ⌐ ↑√ ה ⌐ ╢ ⌐ ™√∞™√ ה  

     

   1  
4 9 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

 

☻ⱳכ♠  
( ) 

   2  
4 9 1 ⅛╠  

6 4 30 ╕≢  

 

 

(

) 

   2  
6 5 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

 

 

(

) 

   2  
5 7 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

 

 

(

) 

   3  
4 9 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

 

☻ⱳכ♠  
( ) 

   3  
4 9 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

 

ↄ↕≈ ה ◒ꜝⱩ  
( ) 

   3  
5 7 1 ⅛╠  

6 4 30 ╕≢  

 

 
( ) 

   3  
6 5 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

 

 
( ) 

   3  
4 9 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  

☻ⱳכ♠

 
( ) 

  ↄ╖  3  
4 9 1 ⅛╠  

6 4 30 ╕≢   
( ) 

  ╖∟  3  
6 5 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢   
( ) 

   4  
4 9 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  
  

   4  
4 9 1 ⅛╠  

6 8 31 ╕≢  
  

   3  
5 7 1 ⅛╠  

ה ⅜ ∆╢ ╕≢  

( ) ╕∟

≠ↄ╡  
( ) 

   3  
5 7 1 ⅛╠  

ה ⅜ ∆╢ ╕≢  

( ) 

 
( ) 

   4  
5 7 1 ⅛╠  

6 3 31 ╕≢  

( ) 

 
 

 ₁   4  
6 4 1 ⅛╠  

ה ⅜ ∆╢ ╕≢  

( ) 
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18- 2ȢȚȡɎºɔ 

 

ᶍ ᶊ ᶪᴲ ḁḥᴻḌ ᶎᴲ ᶍḁ᷆Ḁḭᴻḳᶊᶅ

ᵶᵾ  G

 

14 ȢɆºȭ ǡȢȚȡɎºɔ  

   

 5 8 1 0 ( )  

 

ᴴ ᶍ ᶍ ᶠ  

ᴴ ᶍ∞ ᶄᵰᴲ  

 

 

 6 1 2 9 ֩  ֪

 

 

ᴴḓᴻḂ ᶍ  וֹ

ᴴ ᵸᶪ ᴴ ᴲ  

 

 

 6 5 8 ֩  ֪ ᴴ┐ ᶍ  

ᴴ  

֩ ḁ᷆Ḁḭᴻḳ֪ 

ᴴ ∏ 

 

 6 7 2 (אל)  ᴴ ∏ 

 

 

 

 

 

 


